
岡山県医療審議会 次第 

 

日 時：令和６年３月１８日（月) 

１４時００分～１６時００分 

場 所：岡山県医師会館 ４０１会議室 

 

 

１  開    会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協  議 

（１）第９次岡山県保健医療計画案について          資料１ 

（２）特定労務管理対象機関の指定について           資料２ （非公開） 

（３）岡山県病床機能再編支援事業に係る再編計画について   資料３ 

（４）地域医療連携推進法人の定款変更について        資料６  

 

 

４ 報  告 

（１）第８次岡山県保健医療計画の進捗状況等について     資料４ 

（２）医療法人部会及び救急医療対策部会の審議状況について  資料５ 

 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 



 



 

岡山県医療審議会運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７２条第１項の規定により設置

した岡山県医療審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。  

（組織） 

第２条  審議会は委員３０名以内で組織する。 

２  委員は次に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。 

  一  医師、歯科医師、薬剤師          １０名以内 

  二  医療を受ける立場にある者        １０名以内 

  三  学識経験を有する者              １０名以内 

（委員の任期） 

第３条  委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

２  委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条  審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２  審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 会議の議事に利害関係を有する委員は、当該議事につき審議に加わることができない。 

（回議） 

第６条 次の各号に掲げる場合には、委員の半数（前条第４項に該当する委員があるときは、

当該委員を除いた委員の半数）以上に回議したうえ、会長の決定により会議の議決に代える

ことができる。 

一 審議会を招集しても、委員の出席が定足数に達せず、再度審議会を招集するいとまがな

いと会長が認める場合 

二 特に急施を要するものであって、審議会を招集するいとまがないと会長が認める場合 

２ 前項の規定による処置については、会長は、次の審議会に報告し、その承認を求めなけれ

ばならない。 

（専門委員） 

第７条 専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは、審議会に専門委員を置くこと

ができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命又は委嘱する。 

３ 専門委員は当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは解任されたものとする。 



 

（部会） 

第８条 審議会に、その所掌事項に係る専門事項を調査審議させるため次の部会を置く。 

  一 医療法人部会 医療法人の設立認可、解散認可、合併認可、分割認可及び設立認可取消

並びに社会医療法人の認定及び認定取消に関する事項 

  二 救急医療対策部会 救急告示施設の審査、救急医療体制の整備等に関する事項 

２  部会に属する委員及び専門委員は１０名程度とし、会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び部会長職務代理者を置き、部会に属する委員のうちから互選によりこれ

を定める。 

４  部会長は、会長の指揮を受け、部務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。 

５ 部会長職務代理者は、部会長に事故等があるときは、その職務を代理する。 

６ あらかじめ審議会が委任した事項については、部会の決定をもって審議会の決定とするこ

とができる。ただし、この場合、次回開催の審議会に報告するものとする。 

７ 部会の運営については、第５条の規定に準ずるものとする。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は保健医療部医療推進課において処理する。 

 

附 則 

  この要領は昭和６１年１１月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は昭和６２年９月３日から施行する。 

附 則 

この要領は平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成１７年７月５日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２１年２月２４日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２３年３月１４日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２８年８月１２日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２９年１１月３０日から施行する。 

附 則 

この要領は平成３１年３月２２日から施行する。 

附 則 

  この要領は令和元年１０月４日から施行する。 

附 則 

  この要領は令和５年４月１日から施行する。 

 



岡 山 県 医 療 審 議 会 の 概 要 

 

１  根拠法令 

   ・医療法（昭和２３年法律第２０５号、以下「法」という。）第７２条第１項 

   ・医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第５条の１６～第５条の２２ 

 

２ 委員 

  ・医療審議会委員 １５名 

・専門事項を調査審議させるための部会委員（専門委員） １１名 

※医療法人部会２名、救急医療対策部会６名（重複あり） 

 

３  会の構成・開催回数 

・医療審議会     １５委員       年１～２回（２時間程度） 

・医療法人部会       ５委員２専門委員  年３～４回（２時間程度） 

・救急医療対策部会   ２委員６専門委員  年３～４回（２時間程度） 

    

４  審議内容 

   法の規定によりその権限に属せられた次の事項を調査審議するほか、知事の諮問に応

じ、県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議する。 

（１）地域医療支援病院の承認、取消（第４条第２項、第２９条第６項） 

（２）公的病院、診療所の病床規制のための不許可処分、命令（第７条の２第５項） 

（３）病院の病床規制のための不許可処分（第７条の３第７項） 

（４）病院、診療所の開設者、管理者に対する勧告、命令、要請（第２７条の２第１項第

２項、第３０条の１１、第３０条の１２第２項、第３０条の１５第６項第７項） 

（５）医療計画の策定、変更（第３０条の４第１７項） 

（６）病床機能報告対象病院等の開設者、管理者に対する指示、要請、勧告（第３０条の

１６第１項第２項、第３０条の１７） 

（７）社会医療法人の認定、認定取消（第４２条の２第２項、第６４条の２第２項） 

（８）医療法人の設立、解散、合併、業務停止命令、役員解任勧告、認可取消（第４５条

第２項、第５５条第７項、第５８条の２第５項、第６４条第３項、第６６条第２項） 

（９）医療連携推進の認定、取消（第７０条の３第２項、第７０条の２１第３項） 

（１０）地域医療連携推進法人の病院等の開設、管理、定款変更、代表理事選定、解職（第

７０条の８第５項、第７０条の１８第２項、第７０条の１９第２項） 

 

５ 任 期 

    ・医療審議会委員 令和４年９月１日から令和６年８月３１日まで 

・専門委員 専門事項の調査審議が終了するまで 



岡山県医療審議会委員名簿 
 

（令和３年４月１日時点） 

区分 所 属 ・ 職 名 氏 名 

医 ・ 

師 薬 

・ 剤 

歯 師 

科   

医   

師   

岡山県医師会  会長 松 山  正 春 

岡山県病院協会  会長 難 波  義 夫 

岡山県精神科病院協会  会長 武 田  俊 彦 

岡山県歯科医師会  会長 西 岡  宏 樹 

岡山県薬剤師会  副会長 出 石  啓 治 

医 立 

療 場 

を に 

受 あ 

け る 

る 者 

岡山県国民健康保険団体連合会  常任理事 池 宗  敏 文 

健康保険組合連合会岡山連合会 事務局長 髙 田  清 彦 

全国健康保険協会岡山支部 支部長 國 定   剛 

岡山県婦人協議会  会長 大 西  泰 子 

岡山県愛育委員連合会  会長 岡 﨑  文 代 

学有 

識す 

経る 

験者 

を○ 

岡山大学病院 病院長 前 田  嘉 信 

弁護士 飛 山  美 保 

岡山県議会  議員 江 本  公 一 

岡山県看護協会  会長 二 宮  一 枝 

くらしき作陽大学食文化学部栄養学科 教授 坂 本  八 千 代 

１５人 

 



岡山県医療審議会　出席者名簿

日 時 ： 令和６年３月１８日（月）１４：００～１６：００

場 所 ： 岡山県医師会館　４０１会議室

委　　員

氏　　名 備　　考

松山　正春 出席＜会長＞

難波　義夫 出席＜副会長＞

武田　俊彦 出席

西岡　宏樹 出席

出石　啓治 出席

池宗　敏文 出席

髙田　清彦 出席

國定　　剛 出席

大西　泰子 欠席

岡﨑　文代 出席

前田　嘉信 欠席

飛山　美保 出席

江本　公一 出席

二宮　一枝 出席

坂本　八千代 出席

事　務　局

氏　　名 所　属　・　職　名 氏　　名 所　属　・　職　名

梅木　和宣 保健医療部長 松本　茂樹 医薬安全課長

久永　美行 保健医療課長 坂本　洋介 障害福祉課長

坂本　誠 医療推進課長 真田　和典 長寿社会課長

國富　優香 健康推進課長 井上　典子 保健体育課　指導主事（主幹）

池田　壮一 生活衛生課長 高橋　慎太郎
岡山労働局労働基準部健康
安全課　労働衛生専門官

岡山県薬剤師会 副会長

所　　属　・　職　　名

岡山県医師会　会長

岡山県病院協会　会長

岡山県精神科病院協会　会長

岡山県歯科医師会　会長

弁護士

岡山県議会　議員

岡山県看護協会　会長

くらしき作陽大学食文化学部栄養学科　教授

岡山県国民健康保険団体連合会　常任理事

健康保険組合連合会岡山連合会　事務局長

全国健康保険協会岡山支部　支部長

岡山県婦人協議会　会長

岡山県愛育委員連合会　会長

岡山大学病院　病院長



日 時： 令和6年3月18日(月) 14:00～16:00

場 所： 岡山県医師会館　401会議室

※敬称略

○

○

○

○

○

○

【事務局】

○

○

岡山県精神科病院協会
武田　俊彦

出
入
口

○ ○

○

報
　
道
　
席

出
入
口

○

○

○

○

傍
　
聴
　
席

○

○

岡山県愛育委員連合会
岡﨑　文代

弁護士
飛山　美保

岡山県議会
江本　公一

岡山県看護協会
二宮　一枝

くらしき作陽大学
食文化学部栄養学科

坂本　八千代

岡山県医療審議会　配席図

＜会長＞
岡山県医師会
松山　正春

＜副会長＞
岡山県病院協会

難波　義夫

○ ○

○ ○

医療推進課

　○　　○　 ○ ○○ ○ ○ ○

医療推進課

○ ○ ○ ○　○　　○　

岡山県歯科医師会
西岡　宏樹

岡山県薬剤師会
出石　啓治

岡山県国民健康保険団体連合会
池宗　敏文

健康保険組合連合会岡山連合会
髙田　清彦

全国健康保険協会岡山支部
國定　　剛

○ ○

医薬安全課長 障害福祉課長 長寿社会課長 保健体育課 岡山労働局

松本　茂樹

○ ○ ○ ○

坂本　洋介 真田　和典 井上　典子 高橋　慎太郎

　○　　○　

医療推進課

　○　　○　

○ ○ ○

保健医療課長

久永　美行

健康推進課長

國富　優香

生活衛生課長

池田　壮一

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

坂本　誠

医療推進課長 保健医療部長

梅木　和宣

（司会）

医療推進課

　○　　○　

医療推進課


